
 

 

お知らせ 
 

 

 

大阪府では、令和５年１月31日（火）付で大阪モデル「非常事態（赤信

号）」から「警戒（黄信号）」に移行するとともに、令和５年２月１日（水）

から当面の間、府民に対して、引き続き、「感染防止対策（３密の回避、マス

ク着用、手洗い、まめな換気等）の徹底」及び「早期のワクチン接種（子ど

ものワクチン接種を含む）を検討すること」等が要請されています。 
 

本市では、府の要請等を踏まえ、コミュニティセンターの利用について、令

和５年２月１日（水）から当面の間、「利用人数を各部屋の収容定員の 100％以

内」、「開館時間を午後 10時まで（時間短縮無し）」とすることを決定いたしま

したので、ご理解とご協力いただきますようお願いいたします。 
 

また、イベント※を実施する場合は、大阪府様式の「感染防止策チェックリ

スト（イベント開催時のチェックリスト）」を作成し、ＨＰ、ＳＮＳ、会場への

掲載等により公表するとともに、イベント終了より１年間の保管をお願いいた

します。 
※ イベント：主たる参加者が不特定多数を占める催物や行事 

 

なお、利用者の皆さまには、ワクチン接種の有無に関わらず自己への感染 

を回避していただき、また、他人に感染させないよう感染症対策の徹底をお願

いいたします。 

ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をいただきますよう、お願い

申し上げます。 
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